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議案第９号 

 

伊那市税条例の一部を改正する条例 

 

 

　伊那市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和８年６月１８日提出 

 

伊那市長　　吉　田　浩　之 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

　地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の施行に伴い、所要の改正を行うため、提案するものでありま

す。
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（議案第９号別紙） 

 

伊那市税条例の一部を改正する条例 

 

 

伊那市税条例（平成１８年伊那市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 

（傍線の部分は改正部分） 

 旧 新

  

　　　附　則  

 

附　則

  

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）  

第10条の２　略  

２～３　略  

４　法附則第15条第24項第１号イに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。  

５　法附則第15条第24項第１号ロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。  

６　法附則第15条第24項第１号ハに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。  

７　法附則第15条第24項第１号ニに規定する設備について同号  

に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。  

８　法附則第15条第24項第２号に規定する設備について同号に

 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）  

第10条の２　略  

２～３　略  

４　法附則第15条第24項第１号イに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。  

５　法附則第15条第24項第１号ロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。  

６　法附則第15条第24項第１号ハに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。  

７　法附則第15条第24項第１号ニに規定する設備について同号  

に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。  

８　法附則第15条第24項第２号に規定する設備について同号に
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附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

旧 新

 規定する市町村の条例で定める割合は、７分の６とする。  

９　法附則第15条第24項第３号イに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。  

10　法附則第15条第24項第３号ロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。  

11～ 20　略

規定する市町村の条例で定める割合は、５分の３とする。  

９　法附則第15条第24項第３号イに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。  

10　法附則第15条第24項第３号ロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。  

11～20　略  
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